
令和４年中の岐阜県内の特殊詐欺被害の認知件数は２４５件、
被害総額は平成28年以来６年振りに４億円を上回りました。

特殊詐欺とは、電話やハガキ等で被害者を信じさせ、現金や電子マネー等をだまし
取る犯罪で、振り込め詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺などがこれに当たります。

このうち固定電話からの詐欺被害が１３０件で、過半数を占めています。
岐阜県警では、固定電話からの詐欺被害防止対策として、防犯機能付き電話機

や通話録音警告機の利用を推奨しており、その一環として防犯機能付き
電話機や警告機の貸出を行っています。※貸出期間は最大３か月
電話機や警告機の貸出を希望される方は、美山駐在所または

山県警察署生活安全課（電話２２－０１１０）までご連絡下さい。
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山県警察署 美山駐在所 令和５年７月号

令和５年交通安全年間スローガン 「守りたい チャイルドシートで 未来の希望」

運動の重点
○ の交通事故防止

○ の安全利用の促進

○ における歩行者最優先の徹底

〇 等の危険運転の根絶

固定電話による詐欺被害にご注意❕

★ 実施期間 令和５年7月１１日(火)から7月２０日(木)までの間
★ スローガン 思いやり ゆずる心で 事故防止

山県警察署キャラクター
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一人一人が交通ルールを順守するとともに、思い
やりとゆずり合いの心を持って交通マナーを実践

し、 交通事故を防止しましょう。


